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延滞金 

税金を納期限までに納めないときにかかります。 

 

● 現行の延滞金の割合 

納期限の翌日から１か月を経過する日までの期間 2.4％ 

納期限の翌日から１か月を経過した日の翌日以降の期間 8.7％ 

 

延滞金の率 

①納期限の翌日から 

１か月を経過する日 

まで 

平成１１(１９９９)年１２月３１日まで 年７.３％ 

平成１２(２０００)年１月１日から 

平成２５(２０１３)年１２月３１日まで 

特例基準割合 （注１） 

平成２６(2014)年１月１日から 

令和２(2020)年１２月３１日まで 

特例基準割合 （注２）＋1％ 

令和３(2021)年１月１日から 延滞金特例基準割合 （注４）＋1％ 

②上記から納付の日まで 

平成２５(2013)年１２月３１日まで 年１４.6％ 

平成２６(2014)年１月１日から 

令和２(2020)年１２月３１日まで 

特例基準割合 （注２）＋7.3％ 

令和３(2021)年１月１日から 延滞金特例基準割合 （注４）＋7.3％ 

③徴収の猶予等又は 

納期限の延長 

令和２(2020)年１２月３１日まで 特例基準割合 （注１又は注２） 

令和３(2021)年１月１日から 平均貸付割合 （注３）＋0.5％ 

 

（注１） 平成２５（2013）年１２月３１日までの特例基準割合は、前年１１月末における商業手形の基準割引率に４％を加

えた割合をいいます。 

 

（注２） 平成２６（2014）年１月１日以降の特例基準割合は、各年の前々年の１０月から前年の９月までの各月における銀

行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を１２で除して得た割合として、各年の前年の１２月１５日までに財務大

臣が告示する割合に年１％の割合を加算した割合をいいます。 

 

（注３） 各年の前々年の９月から前年の８月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を１２で除

して得た割合として、各年の前年の１１月３０日までに財務大臣が告示する割合をいいます。 

 

（注４） 「延滞金特例基準割合」とは、銀行の新規の短期貸出約定平均金利を基準に、各年の前年の１１月３０日までに財

務大臣が告示する割合に、年１％の割合を加えた割合をいいます。 
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● 令和３（2021）年１月１日以降の延滞金の割合 

 納期限の翌日から１か月を経過する日までの期間 

 ・令和３（2021）年１月１日から令和３（2021）年１２月３１日までは、年２.5％です。 

 ・令和４（2022）年１月１日から令和７（2025）年１２月３１日までは、年２.4％です。 

 納期限の翌日から１か月を経過した日以降の期間 

 ・令和３（2021）年１月１日から令和３（2021）年１２月３１日までは、年８.8％です。 

 ・令和４（２０２２）年１月１日から令和７（2025）年１２月３１日までは、年８.7％です。 

 

● 平成２６（2014）年１月１日から令和２（2020）年１２月３１日までの延滞金の割合 

 納期限の翌日から１か月を経過する日までの８期間 

 ・平成２６（2014）年１月１日から平成２６（2014）年１２月３１日までは、年２.9%です。 

 ・平成２７（2015）年１月１日から平成２８（2016）年１２月３１日までは、年２.8%です。 

 ・平成２９（2017）年１月１日から平成２９（2017）年１２月３１日までは、年２.7%です。 

 ・平成３０（2018）年１月１日から令和２（2020）年１２月３１日までは、年２.6%です。 

 納期限の翌日から 1 か月を経過した日以後の期間 

 ・平成 26（2014）年１月１日から平成 26（2014）年１２月３１日までは、年９.2%です。 

 ・平成 27（2015）年１月１日から平成 28（2016）年１２月３１日までは、年９.1%です。 

 ・平成 29（2017）年１月１日から平成 29（2017）年１２月３１日までは、年９.0%です。 

 ・平成 30（2018）年１月１日から令和２（2020）年１２月３１日までは、年８.9%です。 

 

● 平成２５（2013）年１２月３１日以前の延滞金の割合 

 納期限の翌日から１か月を経過する日まで 

 年７.3％［日歩２銭］（ただし、平成１２（2000）年１月１日から平成２５（2013）年１２月３１日までの期間の延滞金につ

いては、特例基準割合（注１）が７.3％の割合に満たない場合は、当該特例基準割合を適用します。） 

 ・平成１２（2000）年１月１日から平成１３（2001）年１２月３１日までは、年４.5％です。 

 ・平成１４（2002）年１月１日から平成１８（2006）年１２月３１日までは、年４.1％です。 

 ・平成１９（2007）年１月１日から平成１９（2007）年１２月３１日までは、年４.4％です。 

 ・平成２０（2008）年１月１日から平成２０（2008）年１２月３１日までは、年４.7％です。 

 ・平成２１（2009）年１月１日から平成２１（2009）年１２月３１日までは、年４.5％です。 

 ・平成２２（2010）年１月 1 日から平成２５（2013）年１２月３１日までは、年４.3％です。 

 その後納税の日まで 

 年１４.6％［日歩４銭］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


